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議      長  次に受付番号第２号、井上栄一君の一般質問を許します。登壇願います。 

３ 番 井 上  初めての一般質問になりますので、よろしくお願いいたします。受付番号第

２号、質問議員、第３番 井上栄一。件名、町有地の利活用について。 

要旨、本山町政も２期目に入り、今後さまざまな公約などに基づく施策を展

開されていくことと思います。 

町有地の未利用地は数カ所あり、面積も大きく、財源としても重要であると

考えます。今後の施策で重要な位置づけとなる町有地の利用計画や利活用の見

込みについて、町長のお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

町      長  それでは、初めて質問いただいた井上議員に回答させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

まず、一定規模の未利用町有地の利活用計画や、利活用の見込みについては、

第５次総合計画での土地利用方針や町の地方創生総合戦略の取り組みにおいて、

中長期的な視点でコストや活用方法の最適化を図り、持続性のある行財政運営

を目指すことを基本方針として推進、検討をしているところでもあります。町

全体の未利用地の利活用については、まず現状と課題を分析し、活用に向けて

早期実施を図るため、一定規模の民間の需要が期待される用地といたしまして、

まずは下原土地区画整理地、健康福祉センターの横の約1,593平米の町有地で

あります。平成16年12月に、松田石産株式会社さんから寄附を受けた土地でご

ざいます。本用地の用途は、住宅や診療所、店舗などになりますが、町では寄

附を受けた目的を十分に考えた上で、広く町民の皆さんから御意見を伺い、公

共福祉を目的とした活用や、住宅の整備等の民間への売却または賃貸などの個

別方針や実施方針を、庁舎内での政策会議などで検討し、早期の実現を図って

まいります。 

次に、旧神奈川県水道企業団公舎用地であります。郵便局の裏のほうの土地

でございます。平成27年度に、学校建設等に伴う用地といたしまして購入した

ところでございますが、学校建設の整備方法や土地の活用方法などを踏まえ、

また、将来的に地域振興や地域の活性化を図る上で必要となる土地でもあるた

めに、実現可能な活用方法を検討しているところでもございます。 

次に、未利用地の寄１番地、湯の沢の町有地についてでございます。地域振
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興や地域の活性化並びに町の収益を考える上で重要な町有地であります。寄１

番地につきましては、総合的な町有財産のマネジメントの観点と、民間の需要

が期待される用地のため、町民の皆さんに対し売却や賃貸借を含めた活用方針

を報告し、募集要項を作成した上で、来年２月中に広く一般公募を行う予定で、

準備を進めているところでもございます。この土地の活用方法は、民間事業者

に売却または賃貸借を行い、独立採算事業として展開することで、税外収入を

確保し、それによって生じた収益をもって町民サービスの維持・向上に資する

こととなるよう進めてまいります。 

さらに、庶子地区にあります未利用地の旧砂利線跡地については、平成15年

２月に国鉄清算事業団より購入した用地でございます。住宅開発をすることを

前提に、平成28年11月に、民間活力を活用した企画提案を募る公募型プロポー

ザルを実施いたしましたが、応募事業者がなく不調となりました。この不調の

要因や、ほかの用途利用など事業手法を含めて改めて検討するため、民間事業

者とのヒアリングや対話を行ってまいりましたが、この事業については道路整

備や造成並びに宅地開発等について、民間事業者並びに町としても多額の事業

費負担や販売等のリスクなどから、現段階では住宅整備等に伴う事業化ではな

く、ほかの用途での利用を含め、再検討を行う準備を整えているところでもご

ざいます。今後、本用地の利活用に必要な東西道路につきまして、町道１号線

を補完する道路として、歩行者用道路整備や、災害時の緊急車両の進入路など

の目的による整備が考えられますので、本用地の有効活用とあわせて再検討し

ていきたいというふうに考えております。 

今後の町全体の未利用町有地の利活用については、政策的な観点から再精査

し、狭い用地を含め、それぞれの町有地の特性を考慮した上で公平・公正な手

続を前提に、財産の貸し付けまたは売却処分などを進め、税以外の収入を確保

しつつ、それによって生じた収益をもって町民サービスの維持・向上を図って

まいります。また、現状においても少子高齢化が進み、子育て世帯の生産年齢

人口の減少による町税収入の落ち込みや、社会保障関係費の増加により、町の

財政は厳しい状況になっていることを鑑み、町有資産の適切な活用と運用を両

立し、町民が必要とする行政サービスの維持・向上を図りながら、持続可能な
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行財政運営を行うため、経営感覚をしっかりと取り入れ、町が有する未利用地

については、本年度より策定を準備しております次期総合計画での土地利用方

針や、将来の財政推計と並行に進め、実効性のある公共施設等のマネジメント

を作成し、積極的な公共財産の活用を進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。以上でございます。 

３ 番 井 上  回答ありがとうございました。まず１点ですね、そこで確認をしたいんです

けれども、今ですね、ある程度一定規模の町有地の未利用地ということで、４

カ所、下原と企業庁跡地の郵便局の裏のですね、企業庁の跡地、寄１番地、そ

れから砂利線の跡地ということで４カ所いただきました。町のほうではですね、

土木事務所のですね、跡地の道路挟んで東側の部分は町営住宅ということでで

すね、ここでもう既に契約も終わっています。土木のですね、本庁舎がありま

した土木事務所のほうのですね、道路の西側の部分ですね、約5,000平米ぐら

いあったと思うんですけども、そこの土地についてはですね、未利用地かどう

かというそこの確認をですね、先にしたいんですけれども、その点については

いかがでしょうか。 

定住少子化担当課長  ただいまの質問にお答えします。旧松田土木事務所跡地につきましてはです

ね、平成27年度にですね、本用地を本館を残したままですね、全て残したまま

県より購入し、その購入目的がですね、体育施設等の整備を目的に購入した土

地でございます。最も有効な活用を図る観点からですね、昨年度より国のです

ね、地方創生推進交付金を活用し、女性活躍コンパクトシティ創生事業として

進めております。この交付金につきましては、５カ年計画をもって進めるとい

う観点で進めている取り組みでございます。町民財産でもあります本建物につ

きましては、政策的そして経営感覚を取り入れてですね、地域振興そして地域

の活性化、あわせて女性参画社会を含めて取り組んでいるところでございます。

町民の皆様に対してですね、幸せな生活環境と町の利益を目的にですね、この

建物のリノベーションを行うことで、旧土木事務所が拠点となりですね、松田

町の顔、モデルとなるように今取り組んでいるところでございます。これによ

ってですね、町外からの移住・定住促進に努め、生産年齢人口の増加を努めて

いきたいという取り組みを今しているところでございます。以上です。 
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３ 番 井 上  今のですね、回答につきまして、28年のですね、３月にこの議会におきまし

てですね、土地のほうの契約についてはですね、承認をさせていただいたわけ

なんですけれども、その中でですね、今、説明員の方からですね、体育施設等

でということで、それ以外のですね、目的に利用する場合については、10年間

その体育施設、町営住宅及び両施設の駐車場等の用途に供するものとするとい

うふうにうたってあります。これについては、今、女性が輝く社会等の事業に

使用しているという説明がありましたけれども、県のほうに対してはですね、

これはもうその他の、その女性が輝く社会の事業に使うということの了解を得

ているのでしょうか。 

定住少子化担当課長  そうですね。本用地につきましては先ほど5,000平米、4,800平米ほどござい

ます。この今、施設のですね、活用に向けてのいろいろなプランや維持管理、

運営方法、そして経営手法、またですね、施設のランニングコスト等をですね、

民間事業者と町と地域の皆さんと今、作り上げているところでございます。そ

うした観点で、体育施設等ということで購入した事業でございますが、国・県

と今、調整の上にですね、それらを地域振興、公共施設としての位置づけとし

て振興することには問題ないということで御理解をいただいた中での進行して

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

３ 番 井 上  このですね、28年のこの県とのほうの契約の日付、24日になります。当然こ

れはですね、町議会もですね、これに対して承認をしたということで、当然こ

のですね、第10条の用途指定の中で、事前にですね、県の承諾を受けるものと

するということがあります。それが終わってるという、今、お話だと思うんで

すけれども、それであればですね、議会に対しては当然それに対しての明確な

説明なりですね、その県に対して承諾を得る前にですね、やはり議会としても、

その土地の購入に対して議会承認を受けた案件に対しましては、当然それが必

要だというふうに思われますので、その点についてですね。そういったことか

ら含めてですね、まだ先ほどの４件の未利用地の中に、私の感覚といたしまし

ては、考え方といたしましては、土木事務所跡地の西側の庁舎部分については

ですね、まだ未利用地ではないのかなというふうに思うんですけども、それに

ついてはいかがでしょうか。 
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定住少子化担当課長  先ほどですね、体育施設等、「等」ということがございました。その中でで

すね、女性活躍推進ということで、町としても地域振興のために体育施設部分

という部分も含め、あの倉庫がございますが、そこを体育施設のような、地域

と一緒に連携する施設としていきたいなというようなことと、本館もございま

す。本館についてもですね、公共施設の一部として地域と一緒にやれる部分で

あるという中で、県との承諾ではなくてですね、協議の中で進めているという

ことなので、改めて協議を全て了承したということの中でやってることではな

くてですね、その文書的なものが残ってるわけではなくて、体育施設等の中、

位置づけとして、今、女性活躍推進事業を進めているということでございます

ので、その辺は御理解願えればというふうに思います。 

３ 番 井 上  このですね、契約書ですね、今見てますけれども、用途指定のところはです

ね、体育施設、「等」という文字が入っていません。体育施設、町営住宅及び

両施設の駐車場用地の用に供するものというふうに書いてありますので、そこ

にその女性のための施設を含めるということはですね、ちょっとこの契約書か

ら見るとですね、難しいのではないかというふうに私のほうは思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

定住少子化担当課長  大変失礼しました。神奈川県のほうと調整した中ではですね、体育施設等と

いうことで申請をしたんですけども、地域振興、公共施設という観点で話をし

てまして、その中である程度案ができたらまた最終的に協議をするということ

になっておりますので、完全にだめだということではない中で進んでるところ

と、国にこの地方創生、この施設をですね、この事業で進めていくということ

もあわせて計画の中に位置づけて、地域計画の中で位置づけてございますので、

その点を含めて皆さんのほうには報告していきたいというふうには思います。 

３ 番 井 上  ありがとうございます。県のほうとはですね、公共施設だということの位置

づけでですね、そういった調整を進めてるというふうに理解をいたしました。 

それではですね、また再質問といいますか、先ほど町長のお答えの中にあり

ましたですね、それぞれの土地について、私のほうとしては財源としてはどう

なのかということを一般質問のですね、通告の中で述べさせていただきました。

おわかりになればですね、現状それぞれの下原、企業庁跡地、寄１番地、砂利
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線跡地及び土木事務所の約4,800平米ですか。それぞれの土地のですね、現在

の価格というのをですね、把握しておられればお願いをしたいと思うんですけ

ども。 

議      長  現在の価格ですね。総務課長かな。 

３ 番 井 上  なかなかですね、現状での地価等からですね、出られない。すぐにはお答え

できない。価格というと、どの…例えば固定資産税の評価額でも構わないと思

いますし、例えば駅周辺ですとね、今は坪、１坪当たり幾らと。あとは地価の

動向調査があってですね、下原の何番地は幾らとか、そういったですね、情報

が、土地の売買に関する情報というのがね、新聞等でも出ています。そういっ

たものを含めた中でですね、やはりこれはですね、その今の価格をですね、私

の質問の内容といたしましては、やはりこの限られた財源という中で、松田町

の今、この未利用地、空き地がどれだけの価値を持つものなのかというのは、

当然町のほうとしては知っておいてですね、例えばこれを一般に分譲した場合

にはね、どれだけのものになるのか等を含めた中で、先ほど町長がお答えにな

った、今後のさまざまな政策に生かしていくというふうな見方が必要ではない

のかというふうに思いますので、そういったものをですね、今後調べておいて

いただいてですね、そういった計画に、もとの根拠をですね、町の財産として、

財政調整基金等のですね、そういった通帳とかにあるのはもう何円というふう

に明確に出てますけども、それ以外の部分ですね。また、来年３月には公会計

制度が発足するという中で、じゃあ土地の価格、松田町の普通財産、公共用財

産の土地の価格は幾らかというのは当然ですね、もうそこの時点で明確に出る

のであれば、現状の固定資産税のほうの評価額、そういった土地の取引にかか

る価格から推計した額等をですね、ぜひ情報として、また、次のですね、とき

にはですね、お答えをいただきたいというふうに思っております。 

それからですね、先ほど土木事務所跡地はですね、国のほうとですね、県、

町のほうの女性が輝くための事業ということで進行中だというふうな説明があ

りました。それについてですね、お伺いいたします。今現在ですね、その松田

土木事務所跡地をですね、さまざまな形の中で進めているところだというふう

に理解をしています。29年度中にそういった計画を樹立しまして、30年度から
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執行していくという中ではですね、どれだけの面積をですね、利用をしていく

のか。今、土木事務所跡地のところにはさまざまな建物が建っています。車庫

とか倉庫とかですね、そういったものの利用予定の建物は、どういったものを

利用するのか。 

あと、先ほど５年間の期間だということでお答えがあったかと思うんですけ

れども、そういった施設に、その女性が輝くためのまちづくりの拠点事業とし

て使っていく場合には、どのぐらいの期間をですね、想定をしているのか。そ

の期間というのは当然その交付金、地方創生交付金の交付金をもらいますので、

例えばそれに使って、５年間でもうぱっと終わらすことができるのか。それと

もある程度その後も５年ないし10年ないし…あ、10年の間をですね、そういっ

たものにその交付金の縛りとして使っていかなければいけないのか。それので

すね、４点についてよろしくお願いいたします。 

定住少子化担当課長  まずですね、先ほどの土地の価格について、ちょっと先に、ちょっと。定住

のほうでですね、土地の方向性、その土地をどうするか方向性の中でですね、

最終的に売買するか賃貸するかという観点の中で、例えば寄１番地については

鑑定士さんのほうに、それは鑑定していただいて、その金額としてここにはあ

るんですけども、そういうものを踏まえて今、進んでいると。旧砂利線跡地に

つきましても、その募集方法等を踏まえたときにですね、鑑定士さんに今の価

値をですね、やって進めているということだけ御了承願えればありがたいとい

うふうに思います。 

そしてですね、旧土木事務所につきましては、本当にこれからですね、29年

度、そして30年度についてもですね、基本計画等を定めていくんですけども、

その中でその活用プランとか、維持管理運営方法、そして経営手法と最終的に

はランニングコストを踏まえたものを出した上で、この施設をどのように使っ

ていこうかということがございます。現在ですね、本館、車庫、倉庫という３

点の施設を中心に使っていこうというようなことは考えてございます。それ以

外に自家発電倉庫とか、そういうさまざまな６施設ぐらいございます。周りに

あります。その施設を残したまま使うことの安全面とコスト等も踏まえて今後

進んでいかなくちゃいけないなということで、その4,800平米ほどのどこまで
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使うかは、これからになってくるところでございます。 

最終的にこの補助金を活用して、リノベーション、新築じゃない、リノベー

ションという観点で、執行の適正化に関する法律がございます。補助金のです

ね、補助金に係る予算の執行の適正に関する法律に基づいて、政令で定めるで

すね、その耐用年数を勘案して経過した場合以降はというのがございますので、

それについてちょっと国にも、ちょっとそれとなく確認したところがございま

す。この目的達成というのは、この地方創生推進交付金要項に定めるですね、

交付目的に反し譲渡または貸し付けをしようとするときは、あらかじめ大臣に

提出をし承認を得なければならないという、その期間ですね、期間については、

この事業が女性活躍という観点でＫＰＩという目標数値を定めてございます。

その目的がある程度達成した、ここは５年間で達成するかどうかは、町と国と

最終的な協議になりますけども、５年間もしくは10年後において、この土地を

たとえ町がですね、民間へ売却あるいは賃貸借などの検討をすることを、社会

情勢とか町の財政状況、施設の耐震性を含めて考慮するのであれば、協議対象

となりますねというようなことはいただいておりますが、10年後にすぐ用途を

変更するというようなことの目的達成であれば、協議の対象になるという話は

いただいておりますので、現段階では10年後にどうこうすると、あるいは５年

後にどうこうするという考えでは、今進んでないということで御理解願えれば

ありがたいというふうに思います。以上です。 

３ 番 井  上  お答えありがとうございます。建物のほうはですね、本館、車庫、倉庫とあ

とその他の建物があるということで、それについてはまだ未定だということで

ございます。あそこの土木事務所跡地のですね、面積を一番占めるのがですね、

やはり駐車スペースだと思うんですね。その駐車スペースの使われ方について

はですね、例えば、ある程度10台とか20台ぐらいのですね、駐車スペースがあ

ればいいのか、それともですね、やはりそれぞれの、例えば本館、車庫、倉庫

等を利用するという想定であるとですね、それぞれに付随して、何台か必要に

なるというふうに考えるのかということを教えていただきたいと思います。 

２点目としましては、10年というのはですね、先ほどの県の財産というのは、

10年…これはですね、28年の３月から10年間は譲渡は禁止だと。契約の取り決
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めの中で、10年間は用途の変更はまかりならぬと。売買についてもですね、た

しか10年間は第三者への譲渡は禁止だというふうな契約内容がありましたので、

この分譲ができるようになるのと、今の女性が輝くためのまちづくりの拠点事

業のその期間ですね。そこが、例えば契約してから10年後であればですね、ち

ょうどその10年間という期間の中で、そこで今の地方創生の女性が輝くための

まちづくり事業の期間を終了した後はですね、もっと町のほうは、いろんなさ

まざまな町の活性化事業とかですね、人口増加策のための土地として使えるの

ではないかなというふうに考えていますので、そういった期間をお聞きしまし

た。今のことについてはですね、国のほうと協議をすれば可能だというふうな

説明だったので、それはそこで協議をすれば可能だというふうに思ったので、

それについてですね、了解をいたします。 

また、あとですね、土木事務所の建物をですね、使うというのは、もう大分

老朽化しています。リノベーションをするというふうな形であってもですね、

かなりもう建物自体が古い形ですので、それがまたさらにですね、10年以上の

耐用年数をもたせるのはなかなか難しいのではないかなというふうに考えます

が、先ほど言われたようなリノベーションの耐用年数がある期間というのは、

何年ぐらいをお考えかお願いをいたします。 

定住少子化担当課長  まず、じゃあリノベーションの期間なんですけども、旧土木事務所につきま

しては、平成のですね、８年に耐震補強診断と補強工事をやってございます。

そしてですね、27年度にもいろんなアスベストの調査等を全部踏まえまして、

今その中のですね、建物の図面等全部調査をしてる中で、残り15年、20年は耐

震的に問題ないというようなデータが出ております。今の現状でいきますと、

問題はないという。この前、検討委員会の中でもですね、そのような話をして、

問題ないという確実な答えではないんですけれども、基本的には、耐震を平成

８年に全て行いまして、本館の建物は15年、20年は大丈夫であるというふうな

感じで位置づけて、今進めているところではございますので、先ほどですね、

10年後の用途について、民間のほうに売る、売らないというようないろんなも

のもありますけども、現段階では10年をめどにはしっかりやっていこうと。女

性活躍のための拠点づくりとしてやっていこうという考えで進めてございます。
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あと、この建物の購入の10年間契約とですね、やっぱり目標数値のＫＰＩの期

間が５年間というのがございますので、その辺を踏まえて、今後もですね、国

と県と調整をしながらですね、土地利用に努めていきたいというふうに考えて

ございます。以上です。 

ごめんなさい。駐車場につきましては、当初の計画の中ではですね、子育て

サポートセンターというのがございます。そこの利用者さんのほうからいろん

な意見がございまして、最終的に町のほうの部分を、コンパクトシティの中の

位置づけとして、土木事務所のほうに移していきたいという案もございまして、

そうした中で、なぜかというと、やっぱり駐車場が非常に少ないということも

ございましたので、現段階では何台かというのは言えないんですけれども、今

ある台数と同等な部分は必要になってくるんではないかなというふうに考えて

いるところでございます。 

３ 番 井  上  １点確認なんですけれども、今、平成８年にですね、土木事務所の庁舎につ

いては耐震調査を実施されたと。それからですね、20年は大丈夫だろうという

結果だというふうにお聞きしたんですけれども、そうするとですね、もう20…

今、９年ですのでね、その耐震調査のときのですね、保証期間も過ぎているの

ではないかなというふうに思います。あとですね、また、新たに今、子育てサ

ポートセンターの移設というふうな話が出ましたけれども、これはですね、今

の女性が輝くためのまちづくりの拠点事業の中に含まれていることなのか。ち

ょっとこれは初耳ですのでね。それとも、それは単に所管課の考え方なのか、

その２点をお願いいたします。 

定住少子化担当課長  まず、子育て支援センターにつきましては、平成28年度にですね、地域の方

と座談会を行いました。計画の中にも合わせて位置づけているところでござい

ます。確実に町のほうが全て移るという現段階ではないんですが、それらを踏

まえた中で、今協議をしているということで御理解願えればありがたいと思い

ます。先ほどですね、平成８年にですね、耐震補強をやっております。そうし

た観点で、現在コンサルを含めてですね、さまざまな部分で角度から、この建

物が、今現在から15年、20年は問題ないという判断で御理解をいただければと。

先ほどの平成８年からということではなくて、大変申しわけございませんでし
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た。以上です。 

３ 番 井  上  ありがとうございました。今ですね、説明のほういただいた旧土木事務所の

跡地。これについてはですね、今現状の形わかりました。先ほどのサポートセ

ンターなんかも含めた中で、町のほうの財源でもありますし、町屋のですね、

土木事務所というのは、駅からですね、新松田駅、ＪＲ御殿場線のですね、松

田駅からもですね、かなり至近な距離にある町の一等地ではないかなというふ

うに考えています。こういった中でですね、これらは町長がですね、今抱えて

おります定住促進、人口増という施策においてもですね、本当に重要な町有地

であると思います。 

また、私のですね、ちょっと個人的な考え方の中では、町長はですね、駅周

辺の再開発事業。ここであと５年後でですね、その辺をスタートするというふ

うに公約の中でもうたわれていますけれども、またそれをさらにですね、含め

た中で、駅周辺の再開発事業を行うためには、現在の借地等されている方もか

なり多いと思います。そういった人たちをですね、再開発事業のために土地を

提供してもらうためのですね、代替地としてもですね、重要な位置づけができ

てくるのではないかなというふうに思います。それらを含めましてですね、重

要な町の種地ではないかなというふうに私は考えますので、町長のお考えをで

すね、土木事務所跡地。それ以外の…今、寄１番地のほうはですね、２月に公

募がされるということで、ある一定の方向性はついているのかなというふうに

思います。また、郵便局の裏の企業庁の跡地はですね、学校建設等でですね、

その辺で検討をされているのではないかなというふうに、私は理解をしており

ます。町屋地区のですね、下原のですね、町有地。土木事務所跡地。この２点

についてのですね、町長のお考えをお聞かせ願えればと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

町      長  町有地の利活用もせにゃならない。また既存の建物も生かしていかなきゃい

けない。本当に悩ましいことがたくさんあります。松田町の財政計画の中でい

くと、今後人口が少しずつですけども減っていく中で、単独の税収入も減って

いくのでなかろうかという危惧されているところを何とか、その心配がないと

まで言わないにしても、やりくりをしていかなきゃいけないというふうなのは、
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井上議員が御指摘のとおりだというふうに思いますし、同じ方向を向いてるん

だろうなというふうに思って、今もお話を聞いておったとこでございます。 

旧土木事務所の建物についてですね、購入をするに当たっても、当初からの

方向性の中で、いろんなものに読めるようにですね、県の方々とも御相談させ

ていただいて、契約を結んだというようなことになりながらですね、かといっ

て、すぐすぐそこを、その当初言われてた目的のままで建ててくというふうな

ことではですね、いけないということで、全体的な面整備というようなことで、

先ほどおっしゃられた駅周辺も含めながら、またすばらしい立地条件でもござ

いますしね。そういったとこで言うと、私自身は松田町の財産でありつつです

ね、あそこは本当、県西地域全体においてもですね、非常にすばらしい場所だ

というふうな認識をして、松田町だけで使うことでもなくですね、さまざまな

地域の方々が使っていただくような土地として生かしてまいりたいというふう

にも考えているとこでもあります。 

そんな中、文化センターも築36年がたって、今現在進んでいますけどもね、

もう耐久性云々かんぬん考えれば、それこそまだ10年後なのか、15年後なのか

というようなところで、また考え直さなきゃいけない。もしくは、こと時期の

状況によっては、もっと早めに考えなきゃいけないようなこともあるかもしれ

ませんけども、そういった財政計画もしっかりと立ててですね、お示ししたい

というふうに考えております。 

今御質問いただきました、その土木事務所については、まずは今進めている

ことをですね、しっかりと、一つめどとして、５年もしくは10年というお話が

今ありましたけどもね。女性の輝く事業というようなことは、これはもう継続

してずっとやっていかなきゃいけないので、その拠点というふうな部分での今

回整備をやるというふうな観点ですから、この拠点がどこの場所に、どういう

ふうになっていくかというのは、そのときどきの予算の関係でですね、延命整

備をしなきゃいけないところは延命整備をしなきゃいけないですし、そこはも

う内部では触れないわけにはいかないですから、そういった面での土地利用を

していきたいというふうに思ってます。また、そこで女性の活躍という形を、

今定住の目的だというふうなお話ありましたとおり、本当に平成26年度にです
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ね、消滅するという可能性があるという都市に指定をされ、とにかく女性が今

現在ですね、非常に少ないということの観点の中で消滅するというふうに言わ

れて、当然女性の方々が、今住んでる人たちが外に出て行かないようにもして

いきたいですし、外から呼び込みたいということもあって、国が推奨している

女性輝くプランの関係の中で、我々もそこは推奨していこうというふうなこと

での考え方の中で、建物を利活用していこうということで進めさせていただい

てる事業でありますので、単なる箱をつくって何とかというふうなことで終わ

らせることなく、これからいろんな要望・希望があるのは私も聞いております

けども、まずは制限することなくですね、いろんな要望をいただき、あとは予

算の関係と、やっぱりハード整備のキャパシティーもありますから、その中で

できることをやっていく。それも５年後、10年後ということでなくですね、も

っと先のことを見据えた中で、やっぱり必要な仕組みをつくっていかないと、

何かその場しのぎになってしまうとなるとですね、また後戻りしなきゃいけな

いということになりますので、しっかりとこれから所管のほうで、町民の方々

と一緒になってですね、要望を聞きながら、方向性を見出していくというふう

な事業になってくるかと思います。 

また、下原の土地についても、当初福祉目的ではなかろうかというふうなこ

とで、いただいた理由の話を聞いておりましたけれども、昨年ですかね。昨年

だったと思いますけど、もう一度確認したところ、もう松田町が必要とするこ

とであれば、その方向で使っていただいて結構ですと。ただ、あの場所にはで

すね、区画整備の用途制限と言いましょうかね。それがあるので、それを逸脱

することは今現状できないといいましょうかね、ということですけども、いた

だいたときに言われる福祉目的にこだわりすぎなくても利用が可能だというこ

とでは、現在の今いらっしゃる方々にも確認をしておりますので、しっかりと

そういった利活用についてもですね、その意見を踏まえながら、町にとってプ

ラスになる事業を展開していくということで考えております。具体に何かとい

うことは、今申し上げられないところでございますけれども、しかるときにで

すね、提案したいというふうに思っております。以上です。 

３ 番 井  上  丁寧なお答えありがとうございました。やはり今後もですね、松田町、ここ
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で今ですね、小学校や中学校の建てかえがですね、目前に迫っています。そう

いった投資的事業の財源としてはですね、本当に必要なですね、どっかからで

すね、そういった財源が、本当にのどから手が出るような財源が必要だという

ふうに思います。今、町長が回答していただいたような内容をですね、もとに

ですね、ぜひ松田町の財政計画、総合計画、先ほど言われた中にですね、多分

私の言う土地利用計画も入っているのかなというふうに思いますので、そうい

った計画をですね、立てて、またそれらにつきましてはですね、議会のほうに

もですね、ぜひ説明をいただきたいというふうに思っていますので。また先ほ

どの土地の動向もですね、やはりかなりさまざまな局面があると思います。ま

た、この寄１番地もですね、大分面積的に多く、またここで２月に公募するの

で、それらの状況についてもですね、逐一議会側のほうにお示しいただくこと

をですね、要望しまして、私の一般質問を終了とさせていただきます。今後と

もよろしくお願いいたします。 

議      長  以上で受付番号第２号、井上栄一君の一般質問を終わります。 

暫時休憩といたします。10時40分より再開をいたします。  （10時18分） 


